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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子、
　該発光素子が載置された一面と、該一面とは反対面である他面とを有する金属部材及び
　前記発光素子と金属部材の一部とを封止する透光性部材を備えてなる発光装置であって
、
　前記金属部材は、前記発光素子が載置された素子載置部と、該素子載置部の周囲に配置
された平坦部とを有し、
　前記平坦部の他面側には、被覆部材が配置されており、
　該被覆部材は、発光素子から出射される光の照射範囲外に配置され、かつその上面及び
側面は、前記透光性部材に被覆されていることを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記透光性部材は、前記被覆部材よりも柔らかい請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記被覆部材は、前記平坦部の前記一面を露出している請求項１又は２に記載の発光装
置。
【請求項４】
　前記被覆部材は、前記平坦部の他面と平坦部の外周とを被覆しており、前記被覆部材の
上面が前記平坦部の一面と略一致し、かつ前記被覆部材の上面及び前記平坦部の上面が前
記透光性部材で被覆されている請求項１～３のいずれか１つに記載の発光装置。
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【請求項５】
　前記透光性部材は、凸部と、前記凸部の周囲に配置された鍔部とを有し、該鍔部は、前
記発光素子から出射される光の照射範囲外に配置されている請求項１～４のいずれか１つ
に記載の発光装置。
【請求項６】
　前記金属部材の平坦部は、その一部が前記鍔部内に配置されている請求項５に記載の発
光装置。
【請求項７】
　前記金属部材は、前記平坦部から連続して発光装置の底面側に屈曲した第１屈曲部と、
さらに前記発光装置の側面側に屈曲した第２屈曲部とを有し、前記金属部材の前記第１屈
曲部から前記第２屈曲部にかけて、前記被覆部材に被覆されている請求項１～６のいずれ
か１つに記載の発光装置。
【請求項８】
　前記平坦部及び前記被覆部材の上面における前記鍔部の厚みは、前記被覆部材の側面に
おける前記透光性部材の厚みよりも小さい請求項５～７のいずれか１つに記載の発光装置
。
【請求項９】
　前記平坦部及び前記被覆部材の上面における前記透光性部材の厚みは、５０～１００μ
ｍである請求項１～８のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項１０】
　前記被覆部材は、さらに、前記平坦部の外周を被覆している請求項１～３、５～９のい
ずれか１つに記載の発光装置。
【請求項１１】
　前記被覆部材は、前記金属部材の素子載置部の底面を露出し、該素子載置部の外周に配
置されている請求項１～１０のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項１２】
　前記金属部材の素子載置部は、平坦部に対して発光装置の底面側に屈曲して凹形部とし
て成形されている請求項１～１１のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項１３】
　前記凹形部を囲むように前記被覆部材が充填されており、該被覆部材の下面の高さが前
記凹形部の下面の高さと略一致する請求項１２に記載の発光装置。
【請求項１４】
　（ａ）発光素子が一面に載置される素子載置部と、該素子載置部の周囲に配置された平
坦部とを有する金属部材を金型内に配置し、前記金属部材の少なくとも前記平坦部におけ
る他面側を被覆し、かつ発光素子から出射される光の照射範囲外となるように被覆部材を
成形し、
　（ｂ）前記金属部材の素子載置部に発光素子を搭載し、
　（ｃ）前記被覆部材に被覆された金属部材を第２の金型内に配置し、前記第２の金型に
より前記被覆部材の上面及び下面を挟持して、前記金属部材の一部と前記被覆部材の上面
及び側面とを被覆する透光性部材を成形する工程を含むことを特徴とする発光装置の製造
方法。
【請求項１５】
　前記工程（ａ）において、前記平坦部の一面を露出して前記被覆部材を形成し、
　前記工程（ｃ）において、前記第２の金型により、前記平坦部の一面及び前記被覆部材
の上面と、前記被覆部材の下面とを挟持する請求項１４に記載の発光装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記工程（ａ）において、前記素子載置部の底面を露出して前記被覆部材を形成し、
　前記工程（ｃ）において、前記素子載置部の底面を露出する前記透光性部材を成形する
請求項１４に記載の発光装置の製造方法。
【請求項１７】
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　前記被覆部材を成形する時の被覆部材料の粘度が、前記透光性部材を形成する時の透光
性部材料の粘度よりも大きい請求項１５に記載の発光装置の製造方法。

                                                                        
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、発光素子が金属部材に搭載され、発光素子と金属部材の一部とが封止部材に
埋め込まれた発光装置の一例として、例えば、図１１に示す発光素子が提案されている（
例えば、特開平１１－３４６００８号公報）。
　この発光装置４０では、発光素子４１が載置された金属部材４２と、その対となる金属
部材４３とで一対のリード端子が構成されている。これら発光素子４１と金属部材４２、
４３とは、透光性部材４４に埋め込まれており、発光素子４１の上方において、封止部材
４４がレンズ状に凸部４４ａを構成している。また、リード端子は、封止部材の外側で屈
曲している。
　このような発光装置では、発光装置の使用環境における過酷な温度変化を考慮すると、
金属部材と封止部材との密着性が懸念される。また、封止部材の強度確保のため、金属部
材の周囲を比較的厚膜の封止部材によって包囲しているが、発光装置の側面や底面から意
図しない光が漏れ、発光装置の上面側への光取り出し効率が低下する傾向にある。
【０００３】
　一方、均一な発光パターンを図るために、図１２に示すように、金属部材５０の発光素
子５１の搭載面側を透光性樹脂５３で被覆し、金属部材５０の発光素子５１周辺を除く部
分を、黒色樹脂５２で被覆して、発光素子５１周辺以外の金属部材５０での反射を防止し
、散乱光を防止する発光装置が提案されている（例えば、実開平５－５０７５４号公報）
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、近年の発光装置では、光取り出し効率の向上とともに、より一層の小型化、薄
型化が求められており、金属部材と封止部材との密着性及び封止部材の強度確保、並びに
小型化及び薄型化等に対するトレードオフの関係のバランスを図りながら、さらなる光取
り出し効率等の諸々の性能をも向上させることが必要である。
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、光の取り出し効率の向上とともに、さ
らに性能の向上を確保することができる発光装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは、高い光取り出し効率を確保しながら、発光装置の小型化及び薄型化に伴
う金属部材と封止部材との形状及び配置等を含む発光装置の設計並びにこれを実現する製
造効率について鋭意研究を行った。その結果、発光装置の小型化等に起因して、金属部材
と封止部材との接触面積が低減しても、金属部材を封止部材で適切に封止して製造の効率
化を図りながら、種々の特性、例えば、放熱性、発光装置の強度、寿命等をも向上させる
ことができる発光装置の構成を見出し、本発明の完成に至った。
【０００６】
　すなわち、本発明は以下の発明を含む。
　〔１〕発光素子、
　該発光素子が載置された一面と、該一面とは反対面である他面とを有する金属部材及び
　前記発光素子と金属部材の一部とを封止する透光性部材を備えてなる発光装置であって
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、
　前記金属部材は、前記発光素子が載置された素子載置部と、該素子載置部の周囲に配置
された平坦部とを有し、
　前記平坦部の他面側には、被覆部材が配置されており、
　該被覆部材の上面及び側面は、前記透光性部材に被覆されていることを特徴とする。
　〔２〕前記透光性部材は、前記被覆部材よりも柔らかい〔１〕に記載の発光装置。
　〔３〕前記被覆部材は、前記平坦部の前記一面を露出している〔１〕又は〔２〕に記載
の発光装置。
　〔４〕前記被覆部材は、前記平坦部の他面と平坦部の外周とを被覆しており、前記被覆
部材の上面が前記平坦部の一面と略一致し、かつ前記被覆部材の上面及び前記平坦部の上
面が前記透光性部材で被覆されている〔１〕～〔３〕のいずれか１つに記載の発光装置。
　〔５〕前記透光性部材は、凸部と、前記凸部の周囲に配置された鍔部とを有し、該鍔部
は、前記発光素子から出射される光の照射範囲外に配置されている〔１〕～〔４〕のいず
れか１つに記載の発光装置。
　〔６〕前記金属部材の平坦部は、その一部が前記鍔部内に配置されている〔５〕に記載
の発光装置。
　〔７〕前記金属部材は、前記平坦部から連続して発光装置の底面側に屈曲した第１屈曲
部と、さらに前記発光装置の側面側に屈曲した第２屈曲部とを有し、前記第１屈曲部から
前記第２屈曲部にかけて、前記被覆部材に被覆されている〔１〕～〔６〕のいずれか１つ
に記載の発光装置。
　〔８〕前記平坦部及び前記被覆部材の上面における前記鍔部の厚みは、前記被覆部材の
側面における前記透光性部材の厚みよりも小さい〔５〕～〔７〕のいずれか１つに記載の
発光装置。
　〔９〕前記平坦部及び前記被覆部材の上面における前記透光性部材の厚みは、５０～１
００μｍである〔１〕～〔８〕のいずれか１つに記載の発光装置。
　〔１０〕前記被覆部材は、さらに、前記平坦部の外周を被覆している〔１〕～〔３〕、
〔５〕～〔９〕のいずれか１つに記載の発光装置。
　〔１１〕前記被覆部材は、前記金属部材の素子載置部の底面を露出し、該素子載置部の
外周に配置されている〔１〕～〔１０〕のいずれか１つに記載の発光装置。
　〔１２〕前記金属部材の素子載置部は、平坦部に対して発光装置の底面側に屈曲して凹
形部として成形されている〔１〕～〔１１〕のいずれか１つに記載の発光装置。
　〔１３〕前記凹形部を囲むように前記被覆部材が充填されており、該被覆部材の下面の
高さが前記凹形部の下面の高さと略一致する〔１２〕に記載の発光装置。
【０００７】
　〔１４〕本発明の発光装置の製造方法は、
　（ａ）発光素子が一面に載置される素子載置部と、該素子載置部の周囲に配置された平
坦部とを有する金属部材を金型内に配置し、前記金属部材の少なくとも前記平坦部におけ
る、前記一面とは反対面である他面側を被覆する被覆部材を成形し、
　（ｂ）前記金属部材の素子載置部に発光素子を搭載し、
　（ｃ）前記被覆部材に被覆された金属部材を第２の金型内に配置し、前記第２の金型に
より前記被覆部材の上面及び下面を挟持して、前記金属部材の一部と前記被覆部材の上面
及び側面とを被覆する透光性部材を成形する工程を含むことを特徴とする。
　〔１５〕前記工程（ａ）において、前記平坦部の一面を露出して前記被覆部材を形成し
、
　前記工程（ｃ）において、前記第２の金型により、前記平坦部の一面及び前記被覆部材
の上面と、前記被覆部材の下面とを挟持する〔１４〕に記載の発光装置の製造方法。
　〔１６〕前記工程（ａ）において、前記素子載置部の底面を露出して前記被覆部材を形
成し、
　前記工程（ｃ）において、前記素子載置部の底面を露出する前記透光性部材を成形する
〔１４〕又は〔１５〕に記載の発光装置の製造方法。
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　〔１７〕前記被覆部材を成形する時の被覆部材料の粘度が、前記透光性部材を形成する
時の透光性部材料の粘度よりも大きい〔１４〕～〔１６〕に記載の発光装置の製造方法。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の発光装置によれば、光の取り出し効率の向上とともに、さらに性能の向上を確
保することができる発光装置を得ることが可能となる。
　また、本発明の発光装置の製造方法によれば、効率的に、諸特性を向上させた、発光効
率の良好な発光装置を製造することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】本発明の発光装置の一実施形態、特に透光性部材１４の外形を示す斜視図であ
る。
【図１Ｂ】図１Ａの発光装置において透光性部材を除いた形態を示す斜視図である。
【図１Ｃ】図１Ｂの発光装置（透光性部材１４有）の平面図である。
【図１Ｄ】図１Ｃの発光装置のＥ－Ｅ'線断面図である。
【図２】図１Ｃの発光装置の透光性部材の形状を説明するためのＦ－Ｆ'線断面図である
。
【図３】図１Ａの発光装置における金属部材１２を示す平面図である。
【図４Ａ】本発明の発光装置の被覆部材１５の成形を説明するための一製造工程概略断面
図（図４ＢのＡ－Ａ'線断面に相当）である。
【図４Ｂ】本発明の発光装置の被覆部材１５の成形を説明するための一製造工程概略平面
図である。
【図５Ａ】本発明の発光装置の透光性部材１４の成形を説明するための一製造工程概略断
面図（図５ＢのＡ－Ａ'線断面に相当）である。
【図５Ｂ】本発明の発光装置の透光性部材１４の成形を説明するための一製造工程概略平
面図である。
【図６】本発明の発光装置の透光性部材１４の成形を説明するための別の一製造工程概略
断面図（図５ＢのＡ－Ａ'線断面に相当）である。
【図７】本発明の発光装置の別の実施形態を示す要部の概略断面図（図１ＣのＥ－Ｅ'線
断面に相当）である。
【図８Ａ】本発明の発光装置のさらに別の透光性部材２４の外形を示す斜視図である。
【図８Ｂ】図８Ａの発光装置において透光性部材を除いた形態を示す斜視図である。
【図８Ｃ】本発明の発光装置のさらに別の被覆部材２５の成形を説明するための一製造工
程概略平面図である。
【図９】発光装置における別の金属部材１２及び１３を示す平面図である。
【図１０】本発明の発光装置のさらに別の実施形態を示す要部の概略断面図（図１ＣのＥ
－Ｅ'線断面に相当）である。
【図１１】従来の発光装置を示す概略断面図である。
【図１２】従来の別の発光装置を示す概略断面図である。
【符号の説明】
【００１０】
　１０　発光装置
　１１　発光素子
　１２、２２　金属部材
　１２ａ、２２ａ　素子載置部
　１２ｂ　貫通孔
　１２ｃ　切欠部
　１２ｄ、２２ｄ　平坦部
　１２ｅ、１２ｆ　屈曲部
　１３　第２金属部材
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　１４、２４　透光性部材
　１４ａ　凸部
　１４ｂ　鍔部
　１４ｃ　本体部
　１５、２５、３５　被覆部材
　２５ｂ　突出部
　１６　保護素子
　１７　透光性被覆部材
　２６、２７　上下金型
　２８　銀メッキ膜
　２９　支持体
　３６、３７　第２の上下金型
　３８　リリースフィルム
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の発光装置は、主として、発光素子と、金属部材と、透光性部材と、被覆部材と
から構成される。透光性部材と被覆部材とは、いわゆるパッケージを構成する部材であり
、両者をあわせて単に「封止部材」と記載することがある。「封止」とは、直接接触又は
非接触による密封を意味する。
　本願においては、「上面」及び「一面（第１面）」とは、発光装置の光取り出し面側の
面、特に「一面」は金属部材の面を指し、「底面」及び「他面（第２面）」とは、上面及
び一面（第１面）と反対側の面を指し、特に「他面」は金属部材の面を指す。「発光装置
の底面」とは、発光装置を構成する封止部材の底面を指す。
　透光性とは、発光素子から出射された光を７０％程度以上、好ましくは８０％程度以上
、９０％程度以上、９５％程度以上透過させる性質を意味する。
【００１２】
　（発光素子）
　発光素子は、半導体発光素子であり、いわゆる発光ダイオードと呼ばれる素子であれば
どのようなものでもよい。例えば、基板上に、ＩｎＮ、ＡｌＮ、ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、Ａ
ｌＧａＮ、ＩｎＧａＡｌＮ等の窒化物半導体、III－Ｖ族化合物半導体、II－VI族化合物
半導体等、種々の半導体によって、発光層を含む積層構造が形成されたものが挙げられる
。
　基板としては、Ｃ面、Ａ面、Ｒ面のいずれかを主面とするサファイアやスピネル（Ｍｇ
Ａ１2Ｏ4）のような絶縁性基板、また炭化珪素（６Ｈ、４Ｈ、３Ｃ）、シリコン、ＺｎＳ
、ＺｎＯ、ＧａＡｓ、ダイヤモンド；ニオブ酸リチウム、ガリウム酸ネオジウム等の酸化
物基板、窒化物半導体基板（ＧａＮ、ＡｌＮ等）等が挙げられる。
【００１３】
　半導体の構造としては、ＭＩＳ接合、ＰＩＮ接合、ＰＮ接合などのホモ構造、ヘテロ結
合あるいはダブルヘテロ結合のものが挙げられる。
　発光素子を構成する各半導体層には、Ｓｉ、Ｇｅ等のドナー不純物及び／又はＺｎ、Ｍ
ｇ等のアクセプター不純物がドープされていてもよい。
　発光層は、量子効果が生ずる薄膜に形成した単一量子井戸構造、多重量子井戸構造とし
てもよい。
　発光素子の発光波長は、半導体の材料、混晶比、発光層のＩｎＧａＮのＩｎ含有量、発
光層にドープする不純物の種類を変化させるなどによって、紫外領域から赤色まで変化さ
せることができる。
【００１４】
　（金属部材）
　金属部材は、通常、発光素子及び任意に保護素子等（以下「発光素子等」と記載するこ
とがある）と電気的に接続され、一般にリード電極としての機能と、発光素子等を載置す
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る機能とを果たす。金属部材は、発光素子等とともに、その一部が後述する封止部材内に
埋設されている。そのため、金属部材は、封止部材内で、発光素子等の載置台として及び
／又はリード電極として機能する部位（例えば、内部端子）と、封止部材外にまで延設さ
れ、外部との電気的な接続をとる機能を有する部位（例えば、外部端子）とを備える。
【００１５】
　従って、これらの機能を果たすことができるものであれば、金属部材の材料は特に限定
されないが、熱伝導率の比較的大きな材料で形成することが好ましい。このような材料で
形成することにより、発光素子で発生する熱を効率的に逃がすことができる。例えば、２
００Ｗ／（ｍ・Ｋ）程度以上の熱伝導率を有しているもの、比較的大きい機械的強度を有
するもの、打ち抜きプレス加工又はエッチング加工等が容易な材料が好ましい。例えば、
銅、アルミニウム、金、銀、タングステン、鉄、ニッケル等の金属又は鉄－ニッケル合金
、燐青銅、鉄入り銅等あるいはこれらの表面に銀、アルミニウム、銅、金等の金属メッキ
膜が施こされたもの等が挙げられる。特に、金属部材は、電気的接続が良好な導電性材料
（例えば、Ａｕ又はＡｕめっき）によって形成されていることが好ましい。また、金属部
材の表面は反射率を向上させるために、平滑であることが好ましい。特に、素子載置部又
は素子載置部及びその外周部は、反射率の高い材料（例えば、Ａｇ又はＡｇめっき）によ
って形成されていることが好ましい。金属部材は、通常、均一な膜厚で形成されているが
、部分的に厚膜又は薄膜であってもよい。
【００１６】
　このようなことから、金属部材の全体をＡｕ又はその表面がＡｕめっきの材料で形成し
、素子載置部にＡｇ又はその表面がＡｇめっきの材料で形成することが、より好ましい。
素子載置部として凹形部が形成されている場合には、Ａｇ又はＡｇめっきが、その凹形部
内のみならず、平坦部に及んでいてもよく、凹形部の外周に位置する平坦部に及んでいる
ことが好ましい。凹形部の外周をＡｇめっき材料で形成する場合、その幅が小さすぎると
、Ａｇめっきのスポットにおけるアライメントずれが生じた場合に、凹形部内の一部がＡ
ｇめっき材料で被覆されないことがあり、その幅が大きくなりすぎると、ワイヤボンディ
ングの領域までの距離が長くなり、これに起因して、ワイヤ疲労、断線、発光装置の拡大
化等をもたらす。よって、例えば、外周の幅は、０．３ｍｍ程度以下が適しており、０．
２ｍｍ程度以下が適している。これにより、封止部材で金属部材の一面を被覆する際、両
者の密着性を、Ａｇによってより高めることができ、長期の信頼性を向上させることがで
きる。
【００１７】
　金属部材は、発光素子が載置された一面と、この一面とは反対面である他面とを有し、
また、発光素子が載置された素子載置部と、この素子載置部の周囲に配置された平坦部と
を有する。
　金属部材の形状は、特に限定されず、発光装置の形状、発光素子の個数、配列、配置可
能なスペース等を考慮して適宜決定することができる。
【００１８】
　素子載置部は、発光素子を載置する機能を果たす部位であり、発光素子の光をその上面
に効率的に出射させるために、平坦であることが好ましい。また、図３に示すように、金
属部材１２の平坦部が発光装置の底面側に屈曲して凹形状に成形された凹形部を有し、そ
の凹形部の底部の一面（上面）を素子載置部１２ａとしてもよい。凹形部が形成されてい
ることにより、発光素子の適所の配置を確保することができるとともに、封止部材の封止
の安定性を確保することができる。また、凹形部の側面での光の反射によって、発光素子
から横方向に出射した光を発光装置の上面側へ向かわせて、発光装置の上面への光取り出
し効率の向上を図ることができる。
【００１９】
　素子載置部及び凹形部は、少なくとも発光素子が載置できる底面積を有していればよく
、例えば、円形、楕円形、多角形形状の角を任意に丸めた形状又はこれらの形を元に変形
した形状とすることができる。
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【００２０】
　凹部の大きさ及び凹形部の深さは、搭載する発光素子を、凹形部内の適所に配置した場
合に、発光素子から出射された光及びその反射光等の光の出射をさえぎらない程度である
ことが適している。特に、発光素子から出射された光及び反射光を凹形部の側面又は上縁
部等でさえぎらない程度であることが好ましい。例えば、凹形部の底面の大きさは、発光
素子の占有面積より大きく、さらに、占有面積の１．２倍程度以上であることが適してい
る。その深さは、発光素子の高さ以上であればよく、０．１ｍｍ程度以上が好ましく、０
．５ｍｍ程度以下が好ましい。
【００２１】
　凹形部の側面は、垂直であってもよいが、底面に向かって狭くなるように傾斜している
ことが好ましい。例えば、底面に対する法線方向に０～４５°程度、２０～４０°程度で
傾斜していることが適している。これにより、発光素子からの光を効率的に上面に導くこ
とができる。さらに、凹形部は、その側面から、その凹形部の外周の平坦部（後述する）
にかけて、その表面が丸みを帯びていることが好ましい。このように丸みをつけることに
より、凹形部の開口部縁上において、後述する封止部材にクラックが入りにくくなり、封
止部材の剥がれを防止することができる。
【００２２】
　図３に示すように、平坦部１２ｄは、素子載置部（例えば、凹形部）１２ａの周囲を取
り囲むように配置されており、通常、封止部材で被覆される部位を指す。また、平坦部の
他面側には、被覆部材が配置されている。
　平坦部は、素子載置部と同一平面に存在させてもよいが、上述したように、素子載置部
が凹形状となっている場合には、凹形部の底面とは異なる高さに配置されている。
　凹形部の周囲を取り囲む平坦部の平面形状は、特に限定されず、例えば、上述したよう
に、凹形部から連続するその一部が、隣接する凹形部の形状に略沿うように（つまり、凹
形部と同様又は略同様の形状か、対応する形状で）形成されていることが好ましい（図３
中、ａ参照）。例えば、円形、楕円形、多角形の角を任意に丸めた形状又はこれらの変形
形状とすることができる。これにより、発光素子を封止する封止部材を凹形部の外周に沿
った形状に安定して形成することができる。なお、この隣接する凹形部の形状に略沿うよ
うに形成された平坦部は、図３に示すように、後述する第２金属部材１３に対向させるこ
とが好ましい。
【００２３】
　上述した一部以外の他の一部の平坦部の外側の輪郭（例えば、図３中、ｂ参照）は、封
止部材の平面形状と類似（つまり、同様又は略同様の形状か、対応する形状）して、通常
、多角形の角を丸めた形状又はこれらの形を元に変形した形状とすることができる。これ
により、封止部材、特に後述する鍔部の強度を向上させることができる。
　平坦部のさらに他の一部（例えば、図３中、ｃ参照）は、いわゆる内部端子及び／又は
外部端子として機能する領域となる。従って、上述した凹形部とは反対側に延長する形状
とすることが適している。延長する端子として機能する領域の幅（図３中、幅ｎ）は、得
ようとする発光装置の性能等に応じて適宜設定することができる。例えば、凹形部の直径
と同等か若干大きい程度が好ましい。
　平坦部は、さらに、上述した保護素子等を載置する領域とすることができる。また、金
属部材を後述する透光性部材及び／又は被覆部材で封止する際に、単純な形状の上下金型
により容易に平坦部を挟持する（保持する、クランプする等）ことができる。
【００２４】
　素子載置部を有する金属部材には、通常、その素子載置部に対して、正負一対の電極と
なる第２金属部材が対向している。
　第２金属部材は、平坦部を有し、この平坦部は、上述した金属部材の平坦部に対応して
いることが好ましい。第２金属部材の平坦部と発光素子とは、ワイヤによって接続される
。これにより、素子載置部に発光素子を搭載した際に、その発光素子と第２の金属部材と
のワイヤの距離を短くし、ワイヤ切れ等を防止することができる。
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　第２金属部材は、内部端子としては、上述した金属部材の素子載置部に対向し、外部端
子として、所定の方向に延長する形状であることが好ましい。
【００２５】
　これらの金属部材及び第２金属部材は、後述する封止部材の同一面（同一方向）から外
部に突出させる必要はなく、異なる複数の面（方向）から外部に突出させることができる
。例えば、金属部材及び第２金属部材の先端（つまり、外部端子）を、発光装置の底面方
向に屈曲させてもよいし、対向する側面方向にそれぞれ屈曲させてもよい。金属部材及び
第２金属部材は、封止部材内において、発光装置の底面方向に向けて屈曲させた屈曲部（
図３中、１２ｅ参照）を有していることが好ましい。金属部材は、封止部材内（例えば、
後述する透光性部材の本体部内等）、特にその幅によっては、後述する本体部内又は鍔部
内において、底面方向へ屈曲した屈曲部（例えば、第１屈曲部）を配置させることが好ま
しい。金属部材の屈曲により、封止部材内に存在する金属部材と、封止部材との接触面積
を増大させることができ、その結果、封止部材の剥がれを防止することができる。また、
金属部材の屈曲部が留め具のように作用し、封止部材と金属部材との分離を効果的に防止
することができる。
　さらに、金属部材は、封止部材内において、発光装置の底面方向に向けて屈曲させた（
好ましくは、後述する鍔部内において）（第１屈曲部）後、さらに発光装置の側面方向に
屈曲させた屈曲部（図３中、１２ｆ参照）（第２屈曲部）を有し、封止部材の外側に突出
させることが好ましい。これにより、上述した剥がれ及び分離効果をより確保することが
できる。なお、第１屈曲部及び第２屈曲部は、封止部材、特に、後述する被覆部材に被覆
されていることが好ましい。
【００２６】
　金属部材が、封止部材の側面から突出している場合には、突出した部位の金属部材（つ
まり、平坦部の一部）の他面（下面）が、封止部材の底面（最も底に配置する面）と一致
する、つまり、発光装置の底面と一致することが好ましい。言い換えると、発光装置の底
面が、金属部材から封止部材にかけて面一となっていることが好ましい。これによって、
金属部材によって封止部材を補強することができ、発光装置自体の強度を向上させること
ができる。
　金属部材が、素子載置部として凹形部を有している場合は、金属部材の平坦部を、凹形
部の深さよりも大きくなるような高低差を有して屈曲させてもよいが、凹形部の深さに一
致するような高低差を有して屈曲させることが好ましい。つまり、金属部材の平坦部の一
部の他面が、凹形部の底面と略一致する（略面一とする）ことが好ましい。
【００２７】
　金属部材、例えば、図９に示すように、平坦部及び／又は屈曲部の近傍の表面には、封
止部材の形成を決定する又はアンカーする、窪み、貫通孔１２ｂ又は切欠き１２ｃ（以下
「窪み等」と記載することがある）が形成されていることが好ましい。窪み等は、封止部
材が内部に配置して両者の接触面積を増大させるか、封止部材の一部を固定することがで
きるもの等であればよい。これによって、金属部材と封止部材との密着性をより向上させ
ることができる。
　窪み等の平面形状及び配置、大きさ、深さ等は、特に限定されず、発光装置のサイズ、
用いる封止部材の材料等によって適宜調整することができる。窪み等は、発光素子からの
光の照射範囲外に配置することが好ましく、これによって光の抜けを防止することができ
る。
【００２８】
　金属部材は、通常、ワイヤを用いたワイヤボンディングによって、発光素子、任意に保
護素子と電気的な接続を有している。ワイヤとしては、発光素子の電極とのオーミック性
が良好であるか、機械的接続性が良好であるか、電気伝導性及び熱伝導性が良好なもので
あることが好ましい。熱伝導率としては、０．０１ｃａｌ／Ｓ・ｃｍ2・℃／ｃｍ程度以
上が好ましく、さらに０．５ｃａｌ／Ｓ・ｃｍ2・℃／ｃｍ程度以上がより好ましい。作
業性などを考慮すると、ワイヤの直径は、１０μｍ～４５μｍ程度であることが好ましい
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。このようなワイヤとしては、例えば、金、銅、白金、アルミニウム等の金属及びそれら
の合金が挙げられる。ワイヤは、発光素子とワイヤボンディング用の金属部材と、ワイヤ
ボンディング機器によって容易に接続することができる。
【００２９】
　金属部材は、１つの発光装置において、上述した第１及び第２の少なくとも２本備えて
いればよい。金属部材の他面を封止部材の底面と略面一とする場合、金属部材の数が少な
いことにより、各部材を略面一に配置する際のずれを低減させることができる。従って、
製造効率を向上させることができる。
　金属部材は、金属部材に搭載する発光素子の数＋１本以上、あるいは、金属部材に搭載
する発光素子の数の２倍本以上を備えていてもよい。例えば、発光素子が１つのみ搭載さ
れる場合には、金属部材の一方に発光素子を載置するとともに、発光素子の一方の電極と
電気的な接続をとり、他の金属部材が発光素子の別の電極との電気的接続をとってもよい
。
【００３０】
　発光素子が２つ以上搭載される場合には、発光素子の全て又は数個を１つの金属部材に
載置し、電気的な接続をとり、さらに別の金属部材が各発光素子に対応してそれぞれ別の
電気的な接続をとってもよい。
　また、発光素子それぞれを別個の金属部材に載置するとともに、電気的な接続をとり、
さらに別の金属部材が各発光素子に対応してそれぞれ別の電気的な接続をとるように構成
してもよい。
　このように、発光素子が複数搭載され、それぞれについて、独立して金属部材と電気的
に接続されるような独立配線をすることによって、発光装置の実装面において、直列又は
並列等、種々の配線パターンを選択することが可能となり、自由な回路設計ができる。ま
た、独立配線の場合、載置される発光素子の発光強度を調整することが容易となるため、
特に、フルカラーＬＥＤ等の異なった発光色を有する複数の発光素子を使用する際に有利
である。加えて、各発光素子の放熱経路を重複させることなく形成できる。よって、各発
光素子から発生した熱を均等に放熱でき、より放熱性が良好となる。
【００３１】
　（被覆部材）
　被覆部材は、後述する透光性の透光性部材とともに、発光装置のパッケージとして機能
させる部材である。
　被覆部材は、透光性部材よりも硬い材料によって形成されている。被覆部材よりも硬い
とは、一般に硬度が大きいことを意味する。この場合の硬度とは、後述する透光性部材及
び被覆部材をともに同じ硬度試験法によって試験した場合、その硬度値が、透光性部材よ
りも大きいことを意味する。以下、いずれの試験法においても２５℃にて行ったものとす
る。
　被覆部材の硬度値は、試験法によって異なるが、いずれの試験法によっても、透光性部
材の硬度値の５％程度以上、１０％程度以上、１５％程度以上大きい（硬い）ことが適し
ている。
　被覆部材は、被覆部材の試験法がその硬さに対応し、かつ透光性部材のために適する試
験法とは異なるように、透光性部材よりも硬度が大きい（硬い）ことが好ましい。
【００３２】
　また、被覆部材は、ゴム状の弾性を備えていない材料により形成されているともいうこ
とができる。あるいは、押込硬さで表される硬さを有する材料によって形成されていると
いうこともできる。押込硬さは、一般に、ロックウェル硬さ試験及び／又はビッカース硬
さ試験による硬度で表される。
【００３３】
　ここで、ロックウェル／ビッカース硬さ試験はともに公知の試験方法である。
　例えば、ロックウェル硬さ試験は、圧子を用いて、まず初試験力を加え、次に試験力を
加え、再び初試験力に戻したとき、前後２回の初試験力のおける圧子の侵入深さを測定す
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る方法である。その硬度は、侵入深さの差から算出することができる。
　ビッカース硬さ試験は、圧子に試験力を加えて、圧子を試料に押し込み、圧子と試料と
の接触面積を測定する方法である。その硬度は、圧子に加えた試験力を接触面積で割った
値として算出することができる。
【００３４】
　また、被覆部材は、ショアＡ硬さ又はＪＩＳ－Ａ硬さ試験による硬度で表してもよい。
　ショアＡ硬さ試験により硬度を測定すると、例えば、７０程度以上が適しており、９０
程度以上が好ましい。
　ショアＡ硬さ又はＪＩＳ－Ａ硬さ試験とは、公知の試験方法である。例えば、被測定物
の表面に圧子を押し込んで変形させ、その変形量（押込み深さ）を測定し、数値化する方
法である。
　ショアＡ硬さ又はＪＩＳ－Ａ硬さが９０を超える場合は、通常、ショアＤ硬さが用いら
れる。
　従って、被覆部材は、ショアＤ硬さによって硬さが表される材料が好ましい。
　ショアＤ硬さ試験とは、公知の試験方法である。この方法は、ＪＩＳ－Ａ硬さ試験とは
、圧子の形状及びサイズ、押し込み荷重が異なる。ショアＤ硬さ試験はＪＩＳ－Ａ硬試験
さよりも弾性の小さい試料の測定に適している。
【００３５】
　さらに、被覆部材が硬いとは、例えば、成形時（溶融時）における粘度が、透光性部材
のそれよりも大きいということもできる。ここでの成形時の粘度としては、材料によって
異なるが、通常の半導体プロセスにおいて被覆部材を構成する材料を、その材料に適合し
た適切な温度によって溶融させた場合に、１０Ｐａ・ｓ程度以上の粘度を有することが適
している。実際の製造を考慮すると、１００Ｐａ・ｓ程度以下が好ましい。成形時の温度
は、例えば１５０～１８０℃が挙げられる。
【００３６】
　また、被覆部材と金属部材との線熱膨張係数の差が、透光性部材と金属部材との線熱膨
張係数の差よりも小さいものが好ましい。これによって、温度変化時における剥離及びク
ラックの発生を抑制することができる。被覆部材の線熱膨張係数は、１００ｐｐｍ／Ｋ程
度以下であるものが適しており、５０ｐｐｍ／Ｋ程度以下が好ましい。さらに、２０ｐｐ
ｍ／Ｋ程度以上が適している。
　金属部材の線熱膨張係数は、封止部材として通常使用される材料よりも小さく、例えば
５～２０ｐｐｍ／Ｋ程度である。被覆部材と金属部材との線熱膨張係数の差は、１０～１
００ｐｐｍ／Ｋ程度であることが好ましい。
　被覆部材を直接金属部材に接触させることにより、金属部材を直接透光性部材で被覆す
る場合の線熱膨張係数の差を緩和することができ、封止部材と金属部材との熱による密着
性低下を低減することができる。
【００３７】
　被覆部材は、例えば、ポリフタルアミド（ＰＰＡ）、エポキシ樹脂等によって形成する
ことができる。
　被覆部材は、上述した材料に、部分的に上述したような着色剤又は拡散剤として、種々
の染料又は顔料等を混合して用いてもよい。被覆部材は、発光素子から出射される光の照
射範囲外に配置されることが好ましい。これにより、着色剤としてカーボンブラック等の
光の吸収が大きなものが混合された材料のように光反射性が低い材料を用いても発光装置
の光出力が低下しないため、光反射性の低い安価な材料を被覆部材として選択することが
できる。
【００３８】
　このような被覆部材は、金属部材の少なくとも他面側に配置されている（例えば、図１
Ｄ中、１５参照）。つまり、金属部材の平坦部の他面側の少なくとも一部を被覆している
ことが適している。さらに、平坦部の外周の一部を被覆していることが好ましく、外周の
全部を被覆していることがさらに好ましい（例えば、図１Ｂ及び図１Ｄ中、１５参照）。



(12) JP 5772833 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

なお、被覆部材は、平坦部の一面を露出している。
　被覆部材が平坦部の外周を被覆する場合は、平坦部の端面を被覆することに相当する。
平坦部の端面を被覆する場合には、被覆部材が金属部材の一面側にまで及ぶことになるが
、このような平坦部の外周に配置する被覆部材は、その上面の一部が、金属部材の平坦部
の一面と略一致し、面一となっていることが好ましい（図１Ｂ及び図１Ｄ参照）。特に、
平坦部の角部において、平坦部の一面と略一致していることがより好ましく、平坦部の全
外周にわたって、平坦部の一面と面一となってことが好ましい。
　これにより、後述する透光性部材を上下金型によって成形する際、面一となった部位（
特に角部、図５Ｂ中、Ｍ参照）を、上下金型の間で安定して挟持することができ、封止部
材の材料漏れ等を防止することができる。さらに、このように上下金型の間で安定して挟
持されるために、被覆部材は、その上面と下面とがそれぞれ上下金型に接するように配置
することが好ましい。好ましくは、被覆部材の上面の一部が後述する鍔部と略一致し、被
覆部材の下面が発光装置の下面（底面）を構成するように配置する（図１Ｃ及び図１Ｄ参
照）。
【００３９】
　被覆部材は、金属部材の少なくとも素子載置部の底面を露出して、素子載置部の外周に
配置されていることが好ましい。素子載置部が凹形部によって形成されている場合は、凹
形部の底面を露出し、凹形部の外周に配置されていることがより好ましい。これにより、
発光素子の放熱経路を確保することができる。言い換えると、金属部材の凹形部を囲むよ
うに被覆部材が充填されており、被覆部材の下面（底面）の高さが凹形部の下面の高さと
略一致する（つまり、被覆部材の下面と、凹形部の下面とが略面一である）ことが好まし
い。
【００４０】
　（透光性部材）
　透光性の透光性部材は、発光素子、任意に保護素子及び金属部材の一部を封止する部材
であって、例えば、図２に示すように、少なくとも本体部１４ｃと凸部１４ａとを有する
。透光性部材は、少なくとも、被覆部材の上面及び金属部材の平坦部の上面の一部を被覆
しており、さらに、被覆部材の側面を被覆していることが好ましい。従って、金属部材の
平坦部は、その一部が透光性部材内、特に、後述する鍔部内に配置されていることが好ま
しい。
　発光装置は、通常、基本形状（封止部材の形状）として、円柱、楕円柱、球、卵形、三
角柱、四角柱、多角柱又はこれらに近似する形状等に成形することができ、一般的には、
四角柱に成形されている。従って、本発明における透光性部材は、基本形状を構成する本
体部と、本体部の一面に、例えば、集光のためのレンズとして機能する凸部が一体的に配
置されている。
【００４１】
　凸部の形状は、発光装置の配光の形態によって適宜調整することができ、例えば、球又
は卵形の一部、底面が四角形等の多角形の碗状又はドーム状等、種々の形状が挙げられる
。なかでも、球又は卵形の一部、特に半球形状が好ましく、さらにその中心が発光素子又
は発光素子載置部の中心近傍に位置する形状が好ましい。また、凸部の大きさを大きくす
ることによって光の取り出し効率を向上でき、少なくとも発光素子載置部よりも大きくす
ることが好ましい。さらに、凹形部を設け、この凹形部よりも大きくすることが好ましい
（図１Ｃ参照）。
　例えば、図２（図１ＣのＦ－Ｆ'線断面図に相当）に示すように、透光性部材１４は、
主に、発光素子（図示せず）等及び金属部材（図示せず）の一部を一体的に封止するブロ
ック状の本体部１４ｃを有する。さらに、本体部１４ｃ上であって、発光素子（及びその
周辺部分）の上方において、本体部１４ｃから突出した形状で配置された凸部１４ａと称
される部位とを有していることが好ましい。
【００４２】
　また、本体部及び凸部とともに、本体部の外周に鍔部１４ｂが一体的に配置されて構成
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されていることが好ましい。つまり、図２に示すように、その表面が凸部１４ａから連続
しており、本体部１４ｃの外周に配置された鍔部１４ｂを備えていることが好ましい。鍔
部は、後述するように、凸部の全周囲に配置されていなくてもよい。鍔部が一部にのみ配
置される場合は、略同一形状の鍔部が凸部の周囲に等間隔に配置されていることが好まし
い。
【００４３】
　透光性部材は、例えば、図２に示したように、本体部１４ｃが、幅Ｗ、奥行及び高さＨ
を有し、凸部１４ａが、最大値となる部位での直径Ｄ及び高さＴを有している。鍔部１４
ｂは、本体と同等の高さを有していることが適している。ここで、幅Ｗ、奥行、直径Ｄ、
高さＨ及びＴは、いずれも特に限定されるものではないが、例えば、凸部の直径Ｄは、本
体の幅Ｗ及び／又は奥行と略同等であることが好ましい。凸部の高さＴは本体の高さＨの
１～１０倍程度が好ましく、５～１０倍程度がより好ましい。具体的には、幅Ｗは１～１
０ｍｍ程度、奥行は１～１０ｍｍ程度、高さＨは０．０５～５ｍｍ程度、直径Ｄは１～１
０ｍｍ程度、高さＴは０．５～６ｍｍ程度が挙げられる。また、幅Ｗは２～７ｍｍ程度、
奥行は２～７ｍｍ程度、高さＨは０．１～１ｍｍ程度、直径Ｄは２～７ｍｍ程度、高さＴ
は１～３ｍｍ程度が好ましい。特に、本体の幅Ｗ及び奥行は略同等（例えば、±５％の長
さの範囲内）であることがより好ましい。これにより、幅方向における配光と奥行方向に
おける配光を略等しくすることができる。このとき、凸部の幅と奥行も略同等することが
好ましい。
【００４４】
　透光性部材は、金属部材が凹形状の素子載置部を有しているか否かにかかわらず、鍔部
を有する場合には、鍔部が、発光素子から出射される光の照射範囲外に配置されるように
成形されていることが適している。発光素子からの光の照射範囲よりも発光装置の底面方
向（下方）に配置されていることが好ましい。発光素子からの光の照射範囲とは、発光素
子から出射する光が直接到達する範囲である。具体的には、発光素子の発光層とその周囲
の遮光部材（例えば、金属部材）とを結ぶ直線で規定することができる。発光素子の上面
を基準としてもよい。
【００４５】
　特に、発光素子が凹形状の素子載置部に載置されている場合には、光の照射範囲は、金
属部材の凹形部の形状及び大きさ等によって規定されることになるが、鍔部が、発光素子
から出射される光が通過する位置に配置されていない、光が到達する領域の外側に配置さ
れるように、鍔部の表面が、限りなく金属部材の平坦部に近接して配置されていることが
適している。つまり、透光性部材の鍔部上面の高さ（位置）が、金属部材の平坦部の上面
と略同等の高さ（位置）であることが好ましい。言い換えると、透光性部材は、透光性部
材の鍔部上面が金属部材の平坦部の上面と略面一となるように、発光素子等及び金属部材
を被覆することが好ましい。
【００４６】
　ここでの略同等の高さとは、平面視において透光性部材の内側に存在する金属部材（及
び被覆部材）の上面が透光性部材から露出はしないが、最小限の被覆厚さで被覆されてお
り、側面からみると、その最小限の厚みの高低差しか生じていない程度を意味する。同様
に、略面一とは、最小限の被覆厚さのみの高低差しかなく、実質的に面一となっている又
は同一平面を構成していることを意味する。最小限の被覆厚さとは、例えば、製造工程に
おいて実現し得る程度を意味し、具体的には、金属部材の平坦部及び被覆部材の上面にお
ける透光性部材の厚みは、５０～１００μｍ程度が挙げられ、７０～８０μｍ程度が好ま
しい。また、別の観点から、透光性部材の鍔部の高さの１／５～１／１０程度、好ましく
は１／５～１／７程度の厚みであることが好ましい。このように、金属部材の平坦部及び
被覆部材の上面における透光性部材（例えば、鍔部）の厚みが最小限の厚みとなっている
場合、この厚みは、被覆部材の側面を被覆する透光性部材の厚みよりも小さいことが好ま
しい。
　金属部材と透光性部材との間の隙間は水分又はイオン性不純物等の進入経路になる。従
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って、このように金属部材の上面を透光性部材によって被覆することにより、発光装置の
上面における水分又はイオン性不純物等の進入を防止でき、発光装置の信頼性を向上する
ことができる。
【００４７】
　鍔部がこのように配置／成形されていることにより、透光性部材と金属部材との接触面
積を確保して、両者の剥がれを防止しながら、発光素子からの光を、金属部材上面に配置
される透光性部材がさえぎることなく、光の取り出し効率を最大限にすることができる。
また、このような鍔部を配置／成形することによって、その表面における光の全反射を抑
制できるため、被覆部材における光の吸収を防止できる。さらに、金属部材及び被覆部材
によって鍔部における透光性部材の強度を向上できるため、強度を維持しながら比較的薄
い鍔部を形成でき、発光装置全体の厚みを小さくできる。このように鍔部を発光素子から
出射される光の照射範囲外に配置することにより、凸部表面を主な光取り出し面とするこ
とができるため、発光装置を取り扱う際に、主な光取り出し面でない鍔部にピンセット等
の機器を接触させることができる。これによって、発光装置の主な光取り出し面の変形や
損傷を防止でき、配光特性の変化や光出力の低下を防止できる。
【００４８】
　金属部材の素子載置部は、凹形状を有しているか否かにかかわらず、その底面が、透光
性部材の本体部の底面から露出するように配置されていることが適している。凹形部が配
置されている場合には、凹形部の底面が本体部の底面から露出するように配置されている
ことが適している。後者の場合、凹形部の底面と略面一になるように配置されていること
が好ましい。このように素子載置部を露出させることにより、発光素子からの熱を効果的
に放出させることができる。その結果、発光素子及び透光性部材に対する熱による劣化等
を防止することができ、発光装置の信頼性を向上させることができる。また、透光性部材
の底面と凹形部の底面とを略面一にすることにより、金属部材で発光素子の底面を補強す
ることができる。
　従って、本体部及び鍔部の高さＨは、凹形部の深さと、金属部材の厚みとの合計より若
干厚い（例えば、＋１００μｍ）程度とすることが好ましい。
【００４９】
　なお、上述した被覆部材が、金属部材の素子載置部を露出し、その外周に位置する平坦
部の他面側、さらに素子載置部の外周部を被覆している場合、透光性部材は、少なくとも
被覆部材の上面及び側面の一部を被覆していることが好ましく、被覆部材の上面及び側面
の全部を被覆していることがより好ましい。さらに、透光性部材は、被覆部材の底面の一
部又は全部を被覆していてもよい。このように、被覆部材を透光性部材によって被覆する
、つまり、硬い被覆部材を、後述するようにこれよりも柔らかい透光性部材で被覆するこ
とにより、被覆部材に対する外的からの応力を吸収することができる。その結果、外的応
力に起因するクラック、欠け等を防止し、発光装置の強度の向上を図ることができる。ま
た、鍔部及び凸部を上述の形状及び配置とすることにより、透光性部材と被覆部材との密
着性が低下する傾向にあるが、このように透光性部材によって被覆部材の上面のみでなく
側面まで被覆することによって、透光性部材と被覆部材との接触面積を増大でき、密着性
を向上することができる。よって、上述の構造を備え且つ信頼性の向上した発光装置を実
現することが可能となる。
【００５０】
　発光装置の底面を規定する透光性部材及び／又は被覆部材は、面一となるように形成さ
れていることが好ましい。これによって発光装置の底面の強度を向上でき、信頼性を向上
することができる。また、金属部材に凹形部が形成されている場合は、底面を規定する透
光性部材及び／又は被覆部材と、凹形部底面とが一致する、つまり面一となっていること
が好ましい。これにより、凹形部の底面を確実に封止部材から露出させることができ、放
熱性を向上することができる。さらに、凹形部の底面を実装基板に接触させることができ
、放熱経路として実装基板まで利用することが可能となり、より一層の放熱向上を図るこ
とができる。
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【００５１】
　透光性部材は、上述した被覆部材よりも柔らかい材料によって形成されている。被覆部
材よりも柔らかいとは、一般に硬度が小さいことを意味する。
　また、透光性部材は、ゴム状の弾性を備えた材料により形成されているともいうことが
できる。あるいは、動的硬さ（反発硬さ）で表される硬さを有する材料によって形成され
ているともいうことができる。
　動的硬さは、一般に、ショアＡ硬さ又はＪＩＳ－Ａ硬さ試験による硬度で表される。
　透光性部材のＪＩＳ－Ａ硬さ試験による硬度は、例えば、６５程度以下が挙げられ、６
０程度以下が好ましい。このような柔らかい材料を用いることによって、熱衝撃試験にお
けるワイヤの疲労を小さくできる。また、発光装置を取り扱う際のワイヤの曲がり及び発
光装置同士の付着等を防止することを考慮して、ＪＩＳ－Ａ硬さ試験による硬度は２０程
度以上が挙げられ、３０程度以上が好ましい。このような弾性の高い透光性部材の線熱膨
張係数は、例えば、２００～３００ｐｐｍ／Ｋ程度が挙げられる。
【００５２】
　さらに、透光性部材が柔らかいとは、例えば、成形時（溶融時）における粘度が、被覆
部材のそれよりも小さいということもできる。ここでの成形時の粘度とは、材料によって
異なるが、通常の半導体プロセスにおいて透光性部材を構成する材料を、その材料に適合
した適切な温度によって溶融させた場合に、９Ｐａ・ｓ程度以下の粘度を有することが適
しており、５Ｐａ・ｓ程度以下が好ましい。このような材料を用いることで、成形不良を
防止することができる。実際の製造を考慮すると、２．５Ｐａ・ｓ程度以上が好ましい。
例えば、２５℃での粘度が約３Ｐａ・ｓのシリコーン樹脂を使用できる。
【００５３】
　また、透光性部材は、発光素子及び金属部材の絶縁性を確保することができる材料から
選択される。
　従って、上述した硬度及び特性を備えるものとして、例えば、透光性のシリコーン樹脂
が好ましい。ゴム状の弾性を有し、耐熱性を発揮し、２００℃を超える高温に耐え、さら
に高温では変形、分解の速度が緩やかで、つまり、温度依存性が小さく、他の部材への影
響が小さいことから、長期の信頼性を見込むことができるからである。
【００５４】
　透光性部材は、部分的に、上述した材料に、着色剤又は拡散剤として、種々の染料又は
顔料等を混合して用いてもよい。例えば、着色剤として、Ｃｒ2Ｏ3、ＭｎＯ2、Ｆｅ2Ｏ3

、カーボンブラック等；拡散剤として炭酸カルシウム、酸化アルミニウム、酸化チタン等
が挙げられる。好ましくは、着色剤及び拡散剤が混合されていない材料を用いる。これに
よって、着色剤や拡散剤による光散乱を防止でき、透光性部材の表面における全反射を抑
制できるので、光取り出し効率を向上できる。
【００５５】
　（透光性被覆部材）
　本発明の発光装置では、発光素子を金属部材に搭載した後、発光素子を被覆するように
、透光性被覆部材を配置してもよい。透光性被覆部材は、通常、発光素子に接触して配置
している。例えば、金属部材が凹形状の素子載置部を有する場合には、凹形部の一部又は
全部に、さらに凹形部から盛り上がるように、透光性被覆部材を配置してもよい。
　透光性被覆部材は、外力、水分等から発光素子を保護し、発光素子と金属部材との接続
を確保するワイヤを保護し得る材料によって形成することが好ましい。
【００５６】
　透光性被覆部材としては、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、アクリル樹脂、ユリア樹脂
又はこれらの組み合わせ等の耐候性に優れた透明樹脂又は硝子等が挙げられる。なお、透
光性被覆部材は、どのような硬さであってもよい。透光性被覆部材は、封止部材と同一の
材料、同一の組成等が好ましく、これに拡散剤又は蛍光体物質を含有させてもよい。封止
部材と同一の部材を用いることで、封止部材と透光性被覆部材との熱膨張係数を略同等に
できる。従って、封止部材と透光性被覆部材の両方に渡って配置されるワイヤ等に対する
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耐衝撃性を向上することができる。さらに、屈折率も略同等とできるため、透光性被覆部
材から封止部材へ通過する光の損失を抑制でき、光取り出し効率を向上することができる
。
【００５７】
　透光性被覆部材は、異なる材料、異なる組成等を用いてもよい。特に、透明樹脂は、工
程中又は保管中に透光性被覆部材内に水分が含まれた場合でも、１００℃程度で１４時間
程度以上のベーキングを行うことによって、樹脂内に含有された水分を外気へ逃がすこと
ができる。従って、水蒸気爆発、発光素子と上述した透光性部材との剥がれを防止するこ
とができる。また、透光性被覆部材は、発光素子等から生じた熱の影響を受けた場合の透
光性部材と透光性被覆部材との密着性等を考慮して、これらの熱膨張係数の差が小さくな
るものを選択することが好ましい。
【００５８】
　透光性被覆部材には、拡散剤又は蛍光物質を含有させてもよい。拡散剤は、光を拡散さ
せるものであり、発光素子からの指向性を緩和させ、視野角を増大させることができる。
蛍光物質は、発光素子からの光を変換させるものであり、発光素子から封止部材の外部へ
出射される光の波長を変換することができる。発光素子からの光がエネルギーの高い短波
長の可視光の場合、有機蛍光物質であるペリレン系誘導体、ＺｎＣｄＳ：Ｃｕ、ＹＡＧ：
Ｃｅ、Ｅｕ及び／又はＣｒで賦活された窒素含有ＣａＯ－Ａｌ2Ｏ3－ＳｉＯ2などの無機
蛍光物質等、種々好適に用いられる。本発明において、白色光を得る場合、特にＹＡＧ：
Ｃｅ蛍光物質を利用すると、その含有量によって青色発光素子からの光と、その光を一部
吸収して補色となる黄色系が発光可能となり白色系が比較的簡単に信頼性よく形成できる
。さらに、Ｅｕ及び／又はＣｒで賦活された窒素含有ＣａＯ－Ａｌ2Ｏ3－ＳｉＯ2蛍光物
質を併用した場合は、その含有量によって青色発光素子からの光と、その光を一部吸収し
て補色となる黄色系に加えて、さらに赤色系が発光可能であり演色性の向上した白色系が
比較的簡単に信頼性よく形成できる。
【００５９】
　拡散剤及び蛍光物質は、透光性被覆部材のみに含有させ、透光性部材には含有させない
ことが好ましい。これによって、拡散剤や蛍光物質による光散乱によって発光装置の側面
や底面側へ光が抜けることを防止できる。透光性被覆部材は、上述のように凹部内に充填
して形成でき、スクリーン印刷や電気泳動沈着等によって発光素子の周囲のみに形成して
もよい。このとき、透光性被覆部材は蛍光物質のみで構成してもよい。
【００６０】
　（保護素子）
　保護素子は、特に限定されるものではなく、発光装置に搭載される公知のもののいずれ
でもよい。例えば、発光素子に印加される逆方向の電圧を短絡したり、発光素子の動作電
圧より高い所定の電圧以上の順方向電圧を短絡させることができる素子、つまり、過熱、
過電圧、過電流、保護回路、静電保護素子等が挙げられる。具体的には、ツェナーダイオ
ード、トランジスタのダイオード等が利用できる。
【００６１】
　本発明の発光装置では、保護素子は、発光素子から出射される光の照射範囲外に載置さ
れていることが好ましい。これにより、保護素子における光吸収を抑制できる。また、保
護素子は、発光素子載置部が設けられた金属部材及び発光素子のワイヤが接続された金属
部材とは離間した金属部材に載置されることが好ましい。さらに、発光素子載置部が設け
られた金属部材の最上面より低い位置に配置された金属部材に載置されることが好ましい
（図１Ｂ参照）。これにより、保護素子の接合部材が、発光素子やそのワイヤの接続部分
へ流れ出すことを防止することができる。
　保護素子は、第１の金属部材（発光素子が載置されている金属部材）に載置されていて
もよい。この場合、保護素子は、第１の金属部材上であって、窪みを挟んで発光素子と対
向する位置に載置されることにより、保護素子の接合部材が凹部方向へ流れ出すことを防
止できる。保護素子は、通常、１つのみが搭載されていているが、２つ以上搭載されてい
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てもよい。
【００６２】
　（その他の部品）
　本発明の発光装置では、発光素子からの光の取り出しを効率的に行うために、反射部材
、反射防止部材、光拡散部材等、種々の部品が備えられていてもよい。
【００６３】
　（発光装置の製造方法）
　本発明の発光装置は、近年の発光装置の小型化及び薄型化に伴って、その製造時、例え
ば、キャビティを構成する上下金型（ダイ）で金属部材を挟持し、そのキャビティ内に封
止部材を注入するモールド成形による製造時において、上下金型で挟持する金属部材の面
積が劇的に縮小している。そのため、金属部材の上下金型内での浮き（隙間、ずれなど）
が発生しやすく、金属部材を確実に上下金型で固定することが困難となる。特に、金属部
材と封止部材との密着性を向上するために、金属部材に凹形部及び屈曲部を形成し、封止
部材によってそれらを埋没させる場合には、一般に、金属部材を確実に上下金型で固定す
ることがさらに困難となる。また、上述した透光性部材は、その性質上、成形時において
は非常に粘度が小さいために、金型とそれに挟持された金属部材との間のわずかの隙間に
も侵入する。このため、金属部材の外部端子として機能する部位にまで、透光性部材によ
る薄膜が形成されることがあった。さらに、透光性部材は、その性質上、意図しない部位
に薄膜として形成された後は、ブラスト処理などの簡便なエッチング等の処理によっても
、確実に除去することができない。
【００６４】
　そこで、本発明では、特に、上述した比較的柔らかい又は成形時の粘度が小さい透光性
部材を用いる場合に、予め、金属部材の平坦部の他面側に、好ましくはさらに平坦部の外
周において、比較的硬い又は成形時の粘度が大きな被覆部材を配置させる。そして、一体
化した金属部材と被覆部材とによって、その後、透光性部材の成形時における上下金型と
、これら金属部材等との当接面積を増加させて、上下金型で確実に固定する。これによっ
て、成形時において、不要な部位への透光性部材の進入を回避し、金属部材の外部端子へ
の薄膜の望まない形成などを防止して、より歩留まりの増加を図り、製造効率を向上させ
ることができる。
【００６５】
　このようなことから、本発明の発光装置の製造方法では、
　（ａ）発光素子が一面に載置される素子載置部と、該素子載置部の周囲に配置された平
坦部とを有する金属部材を金型内に配置し、前記金属部材の少なくとも前記平坦部におけ
る他面側を被覆する被覆部材を成形し、
　（ｂ）前記金属部材の素子載置部に発光素子を搭載し、
　（ｃ）前記被覆部材に被覆された金属部材を第２の金型内に配置し、前記第２の金型に
より前記被覆部材の上面及び下面を挟持して、前記金属部材の一部と前記被覆部材の上面
及び側面とを被覆する透光性部材を成形する工程を含む。
【００６６】
　（工程（ａ））
　金属部材を金型内に配置して被覆部材を成形する。
　金属部材は、上述したように、発光素子が一面に載置される素子載置部と、素子載置部
の周囲に配置された平坦部とを有する。また、被覆部材は、金属部材の少なくとも平坦部
における他面側を被覆する。
　ここで用いる被覆部材は、上述したように、金属部材を上下金型で挟持する場合に、こ
れらの当接面積が小さく、金属部材の固定が十分でなく、上下金型と金属部材との挟持部
位において、若干の隙間が存在しても、その隙間に進入しないような、比較的硬い樹脂を
用いることが適している。つまり、被覆部材を形成する時の被覆部材料の粘度が、透光性
部材を成形する時の透光性部材料の粘度より大きいものを用いることが適している。
【００６７】
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　これにより、上述したように、金型とそれに挟持された金属部材との間の隙間に被覆部
材が侵入することがなく、後述するように、第２の金型で金属部材を挟持する場合に、少
なくとも一方の金型と金属部材（厳密には、金属部材及び被覆部材）との当接面積を増大
させることができる。その結果、より安定に固定／挟持することが可能となり、比較的粘
度の小さい又は柔らかい樹脂を用いた成形によっても、金属部材の意図しない部位への封
止部材の薄膜形成を確実に防止することができる。
【００６８】
　（工程（ｂ））
　金属部材への発光素子の搭載には、通常、接合部材が用いられる。例えば、青及び緑発
光を有し、サファイア基板上に窒化物半導体を成長させた発光素子の場合には、エポキシ
樹脂、シリコーン等を用いることができる。また、発光素子からの光や熱による劣化を考
慮して、発光素子裏面に予めＡｌ等の金属層を設けてもよいし、樹脂を使用せず、Ａｕ－
Ｓｎ共晶などの半田、低融点金属等のろう材を用いてもよい。さらに、ＧａＡｓ等からな
り、赤色発光を有する発光素子のように、両面に電極が形成された発光素子の場合には、
銀、金、パラジウムなどの導電性ペースト等によってダイボンディングしてもよい。
　１つの金属部材には１つのみの発光素子が搭載されていてもよいが、２つ以上搭載され
ていてもよい。
【００６９】
　また、発光素子は支持体（サブマウント）を介して金属部材に載置してもよい。例えば
、セラミックスを用いた支持体は、所定の形状を形成した後、焼成を行い、形成される。
支持体の上面側には、発光素子と接続される導体配線が設けられている。導体配線は、通
常、例えば、蒸着又はスパッタ法とフォトリソグラフィー工程とにより、あるいは印刷法
等により、あるいは電解めっき等により形成されている。導体配線は、支持体内に設けら
れていてもよい。導体配線は、例えば、タングステンやモリブデンなど高融点金属を樹脂
バインダーに含有させたペースト状の材料から形成される。スクリーン印刷などの方法に
より、ペースト状の材料をグリーンシートに設けたスルーホールを介して所望の形状とし
、焼成することによって、セラミックスの支持体及びその表面又は内部に配置された導体
配線が形成される。また、支持体は、正負一対のリード電極を導電部材として、樹脂にて
インサート成形されていてもよい。このような支持体の上面に発光素子が載置され、支持
体の導体配線と電気的に接続されていてもよい。このような支持体を用いる場合は、支持
体の導体配線が後述する金属部材と電気的に接続される。
　発光素子はフェースダウン実装してもよく、この場合、上述の支持体を用いることが好
ましい。つまり、発光素子を支持体にフェースダウン実装し、支持体の導体配線と金属部
材とをワイヤで接続することが好ましい。
　工程（ｂ）は、工程（ｃ）の前に行う限り、工程（ａ）の前に行ってもよい。
【００７０】
　なお、工程（ｂ）の後、工程（ｃ）の前に、任意に、発光素子の全面を透光性被覆部材
によって被覆することが好ましい。
　このような透光性被覆部材は、例えば、ポッティグなどの簡易な方法により形成するこ
とが好ましい。このような方法によれば、モールド成形のように、発光素子に透光性被覆
部材による望まない圧力が負荷されることがなく、ワイヤ等の断線などを確実に防止する
ことができる。また、ポッティング時の樹脂量を適宜調整することにより、発光素子、そ
の周辺又は凹形部内の一部又は全部を簡便に被覆することが可能となる。
【００７１】
　（工程（ｃ））
　被覆部材で被覆された金属部材を第２の金型内に配置して、金属部材の一部と被覆部材
の上面及び側面とを被覆する透光性部材を成形する。第２の金型では、被覆部材の上面及
び下面を挟持する。
　なお、上述した工程（ａ）において、平坦部の一面を露出して被覆部材を形成する場合
には、工程（ｃ）において、第２の金型により、平坦部の一面及び被覆部材の上面と、被
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覆部材の下面とを挟持することが好ましい。
　また、工程（ａ）において、素子載置部の底面を露出して前記被覆部材を形成する場合
には、工程（ｃ）において、第２の金型での適切な挟持によって、素子載置部の底面を露
出する透光性部材を成形することが好ましい。
【００７２】
　ここで用いる透光性部材は、上述したような、比較的柔らかい樹脂、つまり、被覆部材
よりも柔らかい材料を用いることができる。透光性部材を成形する時の透光性部材の粘度
が、被覆部材を成形する時の被覆部材の粘度よりも小さいものを用いることが好ましい。
【００７３】
　これによって、発光素子及び金属部材の一部と、記被覆部材の少なくとも一部とを被覆
する、少なくとも本体部及び凸部からなる透光性部材を成形することができる。
　このような適切な部位に配置した透光性部材は、意図しない部位への薄膜形成が回避さ
れており、被覆部材を被覆することによって、被覆部材の硬さに起因するクラック及び欠
け等の発生を防止することが可能となる。
【００７４】
　以下に、本発明の発光装置及びその製造方法の実施例を図面に基づいて詳細に説明する
。
　実施形態１
　（発光装置）
　この実施形態の発光装置１０は、図１Ａ～図１Ｄに示したように、表面実装タイプの発
光装置であって、主として、発光素子１１と、金属部材１２及び第２金属部材１３と、こ
れら金属部材１２及び第２金属部材１３の一部を被覆するポリフタルアミド（ＰＰＡ)か
らなる被覆部材１５と、シリコーン樹脂からなる透光性の透光性部材１４とを備えて形成
されている。
　発光素子１１、金属部材１２、第２金属部材１３は、被覆部材１５及び透光性部材１４
とで、一体的に封止されている。
【００７５】
　発光素子１１は、サファイア基板上にｎ型ＧａＮよりなるｎ型コンタクト層と、ＩｎＮ
、ＡｌＮ、ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＡｌＮ等の窒化物半導体からなる
発光層と、ｐ型ＡｌＧａＮ又はＩｎＧａＮよりなるｐ型クラッド層と、ｐ型ＧａＮよりな
るｐ型コンタクト層とが順次に積層されて、主波長が約４７０ｎｍの青色発光を有するＧ
ａＮ系半導体が形成されている。
　発光素子１１のダイボンディングは、例えば、銀ペースト又はエポキシ樹脂を用いて行
われている。また、直径３０μｍの金線からなるワイヤによって、発光素子１１に形成さ
れた電極（図１Ｃ参照）と金属部材１２の平坦部とが接続されている。
【００７６】
　金属部材１２は、図３に示すように、発光素子１１を搭載するための凹形状の素子載置
部１２ａを有しており、その周辺に平坦部１２ｄが配置されている。凹形状の素子載置部
１２ａは、例えば、その直径が２．４ｍｍ程度である。
　金属部材１２の素子載置部１２ａに対向するように、第２金属部材１３が配置されてい
る。
【００７７】
　金属部材１２及び第２金属部材１３は、被覆部材１５及び／又は透光性部材１４内又は
後述する鍔部１４ｂ内で６０°程度、その底面に向かって屈曲した屈曲部１２ｅを有して
おり、さらに、１２０°程度側面に向かって屈曲した屈曲部１２ｆを有している。よって
、その端部が、透光性部材１４及被覆部材１５の側面であって、発光装置１０の底面と略
面一になるように突出し、外部端子として機能するように構成されている。
　これら金属部材１２及び第２金属部材１３は、例えば、０．２５ｍｍ厚の銀メッキ銅板
を、プレスによる打ち抜き加工により形成されている。ここでの金属部材１２の２段屈曲
による高低差は、略０．３５ｍｍ程度である。
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【００７８】
　図１Ｄ（発光素子１１は省略）に示したように、金属部材１２の凹形状の素子載置部１
２ａ内の発光素子１１は、蛍光物質（例えば、ＹＡＧ：Ｃｅ）及び拡散剤（例えば、酸化
チタン）を含有するシリコーン樹脂からなる透光性被覆部材１７によって埋め込まれてい
る。透光性被覆部材１７はポッティングによって形成されている。
【００７９】
　被覆部材１５は、例えば、図１Ｂ、図１Ｃ及び図１Ｄに示したように、金属部材１２の
凹形部１２ａの底面を露出し、凹形部１２ａの外周（金属部材１２の平坦部１２ｄの他面
）を被覆し、さらに金属部材１２の平坦部の外周を被覆するとともに、その一部が金属部
材１２の一面側に及んで形成されている。また、第２金属部材１３の他面の一部を被覆し
、第１金属部材１２と第２金属部材１３との間にも配置されている。なお、この場合の被
覆部材１５の上面は、第１金属部材１２の平坦部１２ｄの一面及び第２金属部材１３の一
部の一面と一致し、面一となっている。
　被覆部材１５として用いるＰＰＡは、透光性部材よりも硬い。また、その線熱膨張係数
は、例えば数十ｐｐｍ／Ｋ程度である。
【００８０】
　透光性部材１４は、特に図１Ａ及び図２に示すように、主としてこれらを一体的に埋め
込み、略直方体形状の本体部１４ｃと、その本体部１４ｃ上であって、発光素子１１の上
方に配置されたレンズ状の凸部１４ａと、本体部１４ｂの外周に配置された鍔部１４ｂと
を備える。特に、被覆部材１５の側面と上面とは、その全部が透光性部材１４によって被
覆されている（図５Ｂ参照）。
【００８１】
　また、図２に示すように、封止部材１４の本体部１４ｃは、幅Ｗが５ｍｍ程度、奥行が
５ｍｍ程度、高さＨは０．６ｍｍ程度である。凸部１４ａの直径Ｄは４．７ｍｍ程度、高
さＴは２．１５ｍｍ程度である。
　発光装置１０の一辺の長さ、つまり、封止部材１４の本体部１４ｃの一辺の長さ（幅Ｗ
＝奥行）と凸部の直径Ｄとは略同じである。従って、平面視において、鍔部１４ｂは、ほ
ぼ、本体部１４ｃの外周の対角線状に対向する４箇所において配置しているのみである。
【００８２】
　透光性部材１４として用いるシリコーン樹脂は、被覆部材１５よりも柔らかく、その硬
度は、例えば、ＪＩＳ－Ａ硬度５０～６０程度である。また、その線熱膨張係数は、例え
ば２００～３００ｐｐｍ／Ｋ程度である。
【００８３】
　凸部１４ａ以外の部位、つまり、鍔部１４ｂ内において、金属部材１２の平坦部１２ｄ
及び第２金属部材１３の一面は、透光性部材１４で被覆されているが、ここでの被覆は、
最小限の厚みとなるように調整されている。例えば、その膜厚は７５μｍ程度である。こ
のような膜厚とすることにより、つまり、鍔部１４の上面が、金属部材１２の平坦部と略
面一となって配置されている又は発光装置の底面からの鍔部１４の上面の高さが、金属部
材１２の平坦部１２ｄの上面の高さと略一致することにより、光の出射範囲外に配置し、
発光素子からの光をさえぎることがない。
【００８４】
　また、透光性部材１４が、被覆部材１５の側面及び上面を略被覆しているために、被覆
部材１５の硬さに起因するクラック及び欠け等の発生を有効に防止することができる。被
覆部材１５は、透光性部材１４よりも線熱膨張係数が小さい材料を用いることによって、
金属部材１２、１３の線熱膨張係数に近づけることができる。従って、温度変化時におけ
る剥離やクラックの発生を抑制することができ、信頼性の向上した発光装置とすることが
できる。
【００８５】
　（発光装置の製造方法）
　まず、公知の方法により、金属板を打ち抜き及び屈曲加工して、凹形部１２ａと平坦部



(21) JP 5772833 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

１２ｄとを有する金属部材１２及び第２金属部材１３となる金属部材を準備する（図４Ｂ
参照）。
【００８６】
　図４Ａ及び４Ｂに示すように、金属部材１２及び第２金属部材１３となる金属部材を上
下金型２６、２７内に配置する。下金型２７は、凹形部（素子載置部１２ａ）の底面と当
接し、同時に、外部端子となる側方に延長する金属部材の底面と当接する。また、上金型
２６は、金属部材１２及び第２金属部材１３となる金属部材における平坦部１２ｄ及び凹
形部の上面と当接する。凹形部内は、後述する被覆部材が注入されない、キャビティとな
っている。上金型２６は、被覆部材１５が形成されない部分においては下金型２７と当接
する。
　金属部材１２、１３を固定した状態で、金型２６、２７内に、被覆部材１５を構成する
樹脂を注入する。この場合の樹脂は、通常、半導体装置に使用される封止部材としてよく
知られている比較的硬い、ＰＰＡ樹脂である。
　その後、樹脂を硬化させ、金型から取り出す。
【００８７】
　この被覆部材の封止により、金属部材の他面側に、平坦部とその外周とを被覆する被覆
部材を成形することができる。なお、この被覆部材は、図４Ｂ等に示すように、金属部材
の平坦部の外周に及ぶ領域で、金属部材の一面と略面一となっているが（図１Ｂ及び図４
Ｂの１５ａ参照）、さらにその外周において、段差が形成されていてもよい。被覆部材は
、その底面が凹形部及び端子部の他面（下面）と略同一になっている。
【００８８】
　続いて、金属部材１２となる部位に形成された凹形部内に、公知の方法によって、発光
素子１１を搭載し、ワイヤボンディングを行って、電気的接続を行う。また、保護素子が
搭載される場合には、発光素子の搭載と同時又はその前後において、保護素子を搭載し、
ワイヤボンディングを行う。
　さらに、蛍光物質を含有する透光性被覆部材１７を、凹形部内にポッティングして、発
光素子１１を被覆する。
【００８９】
　次に、図５Ａ及び５Ｂに示すように、得られた金属部材を第２の上下金型３６、３７内
に配置する。キャビティ内には透光性被覆部材１７が充填されている。なお、図５Ａには
図示していないが、透光性被覆部材１７が充填されたキャビティ内には発光素子１１が搭
載されている。
【００９０】
　下金型３７は、凹形部１２ｄの底面と当接し、同時に、外部端子となり、側方に延長す
る金属部材の底面と当接し、さらに被覆部材の底面と当接する。また、上金型３６は、金
属部材１２及び第２金属部材１３となる金属部材における平坦部１２ｄと当接し、同時に
、先に封止した被覆部材１５の側面及び上面の一部（図５Ｂ中、Ｍ参照）に当接する。金
属部材を固定した状態で、金型内に、透光性部材を構成する樹脂を注入する。この場合の
樹脂は、例えば、比較的柔らかい、シリコーン樹脂である。
【００９１】
　なお、図５Ａでは被覆部材１５の上面と上金型３６との間にわずかな隙間を設けている
が、図６に示すように、被覆部材１５の上面と上金型３９とを完全に当接させることが好
ましい。この場合、粘度の低い材料を透光性部材１４の材料として用いることで、上金型
３９と被覆部材１５との間に透光性部材１４の材料が浸入し、被覆部材１５の上面と側面
とを連続して被覆する透光性部材１４を形成することができる。さらに、下金型と金属部
材１２、１３及び被覆部材１５の底面との間に、リリースフィルム（離型フィルム）３８
を挟み込むことが好ましい。これによって、容易に、上金型３９と被覆部材１５との間に
透光性部材１４が形成され、下金型３７と金属部材１２、１３及び被覆部材１５との間に
透光性部材１４が形成されない構造とできる。
【００９２】
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　リリースフィルム３８は、金型と樹脂とを容易に剥離するために使用される。その材料
としては、所定の耐熱性を有し、金型及び樹脂との剥離性が良好な素材が用いられ、例え
ば、ＦＥＰシートフィルム、ＰＥＴシートフィルム等が使用できる。
　その後、樹脂を硬化させ、金型から取り出す。
　この透光性部材の封止により、発光素子（図示せず）及び金属部材の一部と被覆部材１
５の少なくとも一部とを被覆する本体部１４ｃ、凸部１４ａ及び鍔部１４ｂからなる透光
性部材１４を成形することができる。
　最後に、金属部材を切断し、図１Ａ～図１Ｄに示すような発光装置１０を得る。
【００９３】
　このように、硬い封止部材の外側を、弾性を有する柔らかい封止部材で被覆することに
より、例えば、発光装置の搬送において、袋又は箱内で発光装置同士が衝突した場合及び
発光装置を落下した場合においても、柔らかい封止部材が衝撃力を吸収し、被覆部材のク
ラック及び欠け等を効果的に防止することができる。
【００９４】
　また、光取り出し効率を向上させることができる。
　つまり、透光性部材を用いた発光装置の場合、金属部材を被覆する透光性部材が発光素
子からの光を透過するため、発光装置の光取り出し面である正面方向以外の方向から取り
出されることがあった。しかし、透光性部材が透光性材料によって形成されているとして
も、透光性部材の材料、さらに形状等によって、いくらかの光が吸収されることとなる。
【００９５】
　これに対して、本発明の発光装置では、封止部材の鍔部において、金属部材上の透光性
部材を最小限の膜厚にして、つまり、鍔部の上面を金属部材の平坦部及び被覆部材に近接
して設けることにより、鍔部が発光素子からの光の照射範囲外に配置される。従って、そ
の光は、鍔部を透過して取り出されることがない。その結果、発光素子からの光の取り出
しを凸部に集光でき、発光装置の光取り出し効率を大幅に向上することができる。
【００９６】
　また、凸部の大きさ及び鍔部における金属部材の平坦部の被覆膜厚が異なる２種類の発
光装置について、光取り出し効率をシュミレーションした。その結果、凸部の直径を大き
くし、鍔部における平坦部の被覆膜厚を小さくすることで、光取り出し効率が向上するこ
とが確認された。
　具体的には、発光装置の一辺の長さ（封止部材の本体部の一辺の長さ）を５ｍｍ程度と
し、レンズ状の凸部の直径を５ｍｍ程度とし、鍔部の高さを０．５ｍｍ程度として鍔部に
おける平坦部の被覆膜厚を７５μｍ程度とした第１の発光装置の光取り出し効率は、９５
．２％であった。
【００９７】
　発光装置の一辺の長さを同じ５ｍｍ程度とし、レンズ状の凸部の直径を３．５ｍｍ程度
とし、鍔部の高さを０．８５ｍｍ程度として鍔部における平坦部の被覆膜厚を０．３５ｍ
ｍ程度とした第２の発光装置の光取り出し効率は、８８．１％であった。
　このように、光取り出し効率は、第１の発光装置が第２の発光装置に対して、約８％向
上することが確認された。
【００９８】
　さらに、透光性部材と金属部材との密着性を向上させることができる。つまり、上述し
たように、鍔部を平坦部及び被覆部材に近接させて設けると、鍔部の厚みが薄くなるため
、透光性部材と金属部材及び被覆部材との密着性、鍔部の強度の低下を招くことがある。
特に、透光性部材の材料は、被覆部材の材料より弾性が大きく、温度上昇、外力等によっ
て変形しやすい傾向があるため、十分な密着性及び強度が得にくい。金属部材と透光性部
材との密着性が不十分であると、金属部材と透光性部材との間の隙間が、水分又はイオン
性不純物等の進入経路になり、発光装置の信頼性を損なうことがある。
【００９９】
　これに対して、本発明の発光装置では、被覆部材内又は透光性部材内（特に、鍔部近傍
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において）で、金属部材を屈曲させることにより、これら封止部材と金属部材との接着面
積を増大させることができる。また、金属部材の屈曲による固定化を強化することができ
、金属部材と封止部材との密着性を向上させることができる。さらに、鍔部の強度をも向
上させることができ、発光装置の信頼性を向上させることが可能となる。加えて、鍔部の
強度を維持したまま比較的薄く形成できるため、発光装置の高さを小さくすることができ
る。
【０１００】
　従来は、発光装置の小型化及び薄型化に伴って、その製造方法において、上下金型で金
属部材を挟持し、そのキャビティ内に封止部材を注入するモールド成形を行う際に、上下
金型で挟持する金属部材の面積が劇的に縮小するために、金属部材の上下金型内での浮き
が発生しやすかった。そのため、金属部材を確実に上下金型で固定することが困難であっ
た。また、上述した透光性部材は、その性質上、成形時においては非常に粘度が小さいた
めに、金型とそれに挟持された金属部材との間のわずかの隙間にも侵入する。このため、
金属部材の外部端子として機能する部位にまで、透光性部材による望まない薄膜が形成さ
れることがあった。さらに、透光性部材は、その性質上、意図しない部位に薄膜として形
成された後は、ブラスト処理などの簡便なエッチング等の処理によっても、確実に除去す
ることができなかった。
【０１０１】
　一方、上述した本実施形態では、比較的硬度の低い（成形時には粘度が比較的低い）透
光性部材で成形する前に、比較的硬度の高い（成形時には粘度が比較的高い）被覆部材で
、光の取り出しに全く影響しない、金属部材の他面側の所定の部位を被覆する。その後、
透光性部材で成形するために上下金型で金属部材を挟持しても、成形された被覆部材の一
部とともに上下金型が挟持できるために、十分な力で金属部材（及び被覆部材）を上下金
型にて挟持することができる。よって、たとえ粘度が低い、比較的硬度の低い、柔らかい
樹脂を用いて透光性部材を成形しても、不要な部位への樹脂の進入を防止でき、意図しな
い金属部材の部位への薄膜形成を防止することができる。これによって、歩留まり低下を
防止し、製造効率を向上させることが可能となる。
【０１０２】
　実施形態２
　図７に示すように、銅板からなる金属部材１２及び第２金属部材１３の全面に、厚さ０
．００５μｍで金メッキを施し、その後、凹形部１２ａ（直径３．０ｍｍ程度）の内面全
面及び平坦部に渡る凹形部１２ａの外周（幅０．２ｍｍ程度）に、厚さ３μｍで銀メッキ
膜２８を施した。凹形部１２ａ内の銀メッキ膜２８は透光性被覆部材１７によって被覆さ
れるが、その外周に形成された銀メッキ膜２８は透光性被覆部材１７から露出し、透光性
部材１４と接触する。
【０１０３】
　これによって、ワイヤボンディング部分は銀よりもワイヤとの密着性が良好な金メッキ
であるため、ワイヤと金属部材との密着性を向上させることができる。さらに、金と比較
しての銀の樹脂への良好な密着性に起因して、透光性部材１４と金属部材との密着性をよ
り向上させることができる。
　この実施形態でも、実施形態１と同様の効果を有する。
【０１０４】
　実施形態３
　図８Ａ及び図８Ｂに示したように、透光性部材２４と被覆部材２５の形状が異なる以外
、実施形態２と略同様の構成の発光装置であり、同様の製造方法によって製造することが
できる。
　透光性部材２４は、被覆部材２５の外周における段差に沿った形状で成形されていると
ともに、被覆部材２５の側面に、突出部２５ｂが形成されている（図８Ｃ参照）。
　この突出部２５ｂを設けることにより、突出部２５ｂを金属部材１２、１３によって固
定することができ、透光性部材２４を成形する際に、金属部材１２、１３及び被覆部材２
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５をさらに安定して固定することができる。これによって、透光性部材２４の金属部材１
２、１３裏面への回り込みをさらに抑制することができる。
　この実施形態でも、実施形態１及び２と同様の効果を有する。
【０１０５】
　実施形態４
　図９に示したように、金属部材１２の平坦部１２ｄに、被覆部材１５との密着性を図る
ための孔１２ｂ及び切欠き１２ｃが形成されている以外、実施形態１と略同様の構成の発
光装置であり、同様の製造方法によって製造することができる。
　この実施形態でも、実施形態１と同様の効果を有する。
【０１０６】
　実施形態５
　図１０に示したように、素子載置部２２ａを凹形状とせず、平坦部２２ｄと連続する平
坦部に発光素子を載置すること、セラミックスからなる支持体２９を介して発光素子１１
を載置すること及び支持体２９が搭載されている領域（素子載置部２２ａ）に相当する領
域以外の領域（平坦部２２ｄに相当する領域）の金属部材２２の他面側において被覆部材
３５が配置されている以外、実質的に実施形態１と同様の構成とする。透光性部材１４の
鍔部１４ｂの上面は、支持体２９の上面より低い位置に配置される。
【０１０７】
　このように支持体２９を設けることで、鍔部１４ｂを発光素子から出射される光の照射
範囲外に配置する。
　この構成の発光装置では、半値角がやや増大するが、良好な発光効率が得られる。
　また、平坦部の一部を凸部内に突出させ、素子載置部を鍔部より高い位置に配置される
ようにしてもよい。この場合、支持体は省略できる。
　この実施形態の発光装置も、実質的には、実施形態１と同様に製造することができる。
　この実施形態でも、実施形態１と同様の効果を有する。
【産業上の利用可能性】
【０１０８】
　照明用光源、各種インジケーター用光源、車載用光源、ディスプレイ用光源、液晶のバ
ックライト用光源、信号機、車載部品、看板用チャンネルレターなど、種々の光源に使用
することができる。
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